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議
員

地
震
災
害
へ
の
対
応

と
し
て
、
本
市
で
は
今
年
一

月
に
職
員
を
対
象
に
自
動
参

集
訓
練
を
実
施
し
た
。
そ
の

成
果
を
伺
い
た
い
。

防
災
安
全
部
長

本
市
の
地

域
防
災
計
画
に
従
い
、
震
度

六
強
の
地
震
発
生
時
に
お
け

る
管
理
職
員
や
主
な
地
域
拠

点
基
地
職
員
の
自
動
参
集
状

況
の
把
握
と
、
初
動
期
の
状

況
判
断
等
お
よ
び
災
害
対
策

本
部
各
部
の
対
応
の
訓
練
を

目
的
に
実
施
し
た
。
こ
の
訓

練
で
は
、
徒
歩
や
自
転
車
等

の
手
段
に
よ
る
三
〇
分
以
内

の
参
集
者
が
六
割
を
超
え
て

い
た
こ
と
か
ら
早
期
対
応
が

可
能
と
考
え
て
い
る
。

議
員

早
期
対
応
を
可
能
と

す
る
た
め
、
市
内
在
住
職
員

の
災
害
対
策
業
務
配
置
の
考

え
を
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

災
害
時
の

被
災
者
救
護
は
、
第
一
線
で

の
対
応
が
基
本
と
考
え
、
二

五
か
所
の
地
域
拠
点
基
地
に

は
、
周
辺
に
居
住
す
る
職
員

を
配
置
し
て
い
る
。

議
員

十
七
年
度
に
導
入
を

予
定
し
て
い
る
災
害
情
報
シ

ス
テ
ム
の
機
能
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

防
災
安
全
部
長

今
回
の
シ

ス
テ
ム
は
、
災
害
時
に
地
域

拠
点
基
地
や
被
災
現
場
と
の

情
報
を
交
換
す
る
移
動
系
防

災
行
政
無
線
設
備
を
ア
ナ
ロ

グ
方
式
か
ら
デ
ジ
タ
ル
方
式

に
替
え
る
も
の
で
、
現
在
の

音
声
で
の
一
方
向
通
信
か
ら
、

電
話
の
よ
う
な
交
信
や
画
像
、

文
字
で
の
災
害
情
報
の
送
信

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
災

害
の
発
生
時
に
迅
速
な
情
報

収
集
・
伝
達
と
対
応
が
可
能

と
な
る
。

議
員

災
害
時
用
の
ト
イ
レ

と
し
て
マ
ン
ホ
ー
ル
型
も
導

入
し
て
い
る
が
、
そ
の
備
蓄

等
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

マ
ン
ホ
ー

ル
型
ト
イ
レ
は
現
在
、
三
七

基
備
蓄
し
て
い
る
。
市
内
の

五
五
か
所
の
避
難
所
に
は
、

マ
ン
ホ
ー
ル
型
ト
イ
レ
を
使

用
で
き
る
場
所
が
二
か
所
以

上
あ
る
の
で
、
備
蓄
の
目
標

は
、
各
避
難
所
に
二
基
を
設

置
で
き
る
よ
う
に
合
計
一
一

〇
基
と
し
て
い
る
。
な
お
、

備
蓄
目
標
達
成
後
は
市
街
地

で
の
増
設
を
下
水
道
管
理
者

と
協
議
し
て
い
き
た
い
。

議
員

災
害
発
生
時
に
お
け

る
土
砂
崩
れ
等
の
危
険
箇
所

は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
。

防
災
安
全
部
長

急
傾
斜
地

の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し

て
市
内
の
三
か
所
が
県
か
ら

指
定
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に

も
、
県
の
調
査
で
一
七
九
か

所
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇

所
と
一
七
か
所
の
土
石
流
危

険
渓
流
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

議
員

現
在
、
ど
の
よ
う
に

崩
壊
防
護
措
置
を
図
っ
て
い

る
の
か
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

法
で
指
定

さ
れ
た
三
か
所
は
、
県
が
事

業
主
体
と
な
っ
て
崩
壊
防
護

措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
他
の
危
険
箇
所
等

の
防
護
工
事
は
土
地
所
有
者

に
よ
る
実
施
が
原
則
で
あ
り
、

対
策
が
遅
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
法
に
基
づ
く
危
険
区

域
に
指
定
さ
れ
県
に
よ
る
防

護
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、

指
定
に
つ
い
て
の
説
明
等
を

土
地
所
有
者
に
行
っ
て
い
る
。

議
員

本
市
で
は
、
ポ
イ
捨

て
等
に
対
し
て
啓
発
活
動
を

通
じ
て
モ
ラ
ル
向
上
に
努
め

て
い
る
が
、
新
た
に
「（
仮

称
）
平
塚
市
さ
わ
や
か
で
清

潔
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
の

制
定
が
必
要
だ
と
考
え
る
に

至
っ
た
理
由
を
聞
き
た
い
。

市
長

現
在
、「
平
塚
市
廃

棄
物
の
減
量
化
、
資
源
化
及

び
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条

例
」
に
よ
り
、
た
ば
こ
の
吸

い
殻
、
空
き
缶
な
ど
の
ポ
イ

捨
て
禁
止
や
犬
猫
の
排
せ
つ

物
等
の
放
置
禁
止
な
ど
を
定

め
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
は

十
分
で
は
な
い
状
況
に
あ
る
。

一
方
、
市
民
か
ら
た
ば
こ
の

歩
行
喫
煙
や
罰
則
な
ど
現
行

条
例
で
は
定
め
の
な
い
新
た

な
規
制
項
目
を
求
め
る
意
見

も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
市
民
、
事
業
者
、
行
政
が

各
自
の
責
務
に
応
じ
た
役
割

分
担
と
協
働
の
も
と
に
さ
わ

や
か
で
清
潔
な
ま
ち
づ
く
り

を
実
現
す
る
た
め
、
実
効
性

の
あ
る
条
例
制
定
を
考
え
て

い
る
。

議
員

全
市
的
あ
る
い
は
各

地
域
で
重
点
的
に
取
り
組
む

内
容
も
検
討
す
る
の
か
。

市
長

全
市
的
に
取
り
組
む

べ
き
内
容
の
ほ
か
に
、
市
民

等
が
自
主
的
な
活
動
を
実
施

す
る
場
合
、
市
が
そ
の
地
域

を
美
化
推
進
重
点
地
区
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
で
、
地
域

の
実
情
、
要
望
に
沿
っ
た
支

援
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
員

新
た
な
条
例
で
は
、

違
反
者
に
対
す
る
罰
則
の
規

定
を
設
け
る
考
え
は
あ
る
の

か
聞
き
た
い
。

市
長

こ
の
条
例
の
実
効
性

を
高
め
る
た
め
、
罰
則
の
規

定
を
検
討
し
て
い
る
。
し
か

し
、
罰
則
は
あ
く
ま
で
も
抑

止
力
を
持
た
せ
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
悪
質
か
つ
常
習

的
な
違
反
者
に
限
っ
て
適
用

す
る
よ
う
に
検
討
し
て
い
き

た
い
。

議
員

罰
則
の
ほ
か
に
、
市

民
が
互
い
に
注
意
で
き
る
権

利
の
規
定
も
必
要
と
考
え
る

が
見
解
を
聞
き
た
い
。

市
長

市
民
に
よ
る
美
化
活

動
や
美
化
指
導
に
お
い
て
は
、

市
民
が
お
互
い
に
注
意
し
合

う
こ
と
で
、
自
ら
が
モ
ラ
ル

の
向
上
を
図
っ
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
条
例
で
は
、
市
民

の
一
定
範
囲
の
権
利
を
保
障

し
、
市
民
が
互
い
に
指
導
し

合
え
る
よ
う
な
も
の
を
設
け

て
い
き
た
い
。

議
員

高
齢
化
社
会
を
迎
え

救
急
体
制
の
強
化
が
必
要
と

考
え
る
が
、
救
急
車
の
最
近

の
出
動
傾
向
を
聞
き
た
い
。

消
防
長

過
去
五
年
間
の
搬

送
者
数
で
は
、
平
成
十
年
に

比
較
し
、
平
成
十
五
年
は
二

〇
〇
九
人
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
内
、
六
五
歳
以
上
の
高

齢
者
は
一
二
八
三
人
で
全
体

の
六
三
・
八
％
を
占
め
て
お

り
、
高
齢
化
社
会
が
反
映
さ

れ
て
い
る
。

議
員

高
齢
者
に
係
る
搬
送

の
今
後
の
見
通
し
を
聞
き
た

い
。

消
防
長

六
五
歳
以
上
の
人

口
の
搬
送
率
は
、
平
成
十
五

年
に
は
約
八
・
八
％
で
あ
っ

た
。
平
成
二
十
年
で
は
本
市

の
六
五
歳
以
上
の
年
齢
人
口

が
約
五
万
人
と
推
計
さ
れ
て

お
り
、
仮
に
同
じ
率
で
搬
送

す
る
と
想
定
し
た
場
合
、
平

成
十
五
年
に
比
較
し
、
約
九

〇
〇
人
の
増
と
な
る
。

議
員

救
急
車
の
一
般
的
な

配
置
基
準
を
聞
き
た
い
。

消
防
長

救
急
車
の
配
置
は

人
口
を
基
準
と
し
て
お
り
、

一
五
万
人
を
超
え
る
都
市
で

は
五
台
、
さ
ら
に
人
口
が
お

お
む
ね
六
万
人
を
超
え
る
ご

と
に
一
台
を
加
算
し
た
台
数

を
基
準
に
し
、
そ
の
都
市
に

お
け
る
出
動
頻
度
や
現
場
到

達
所
要
時
間
を
勘
案
し
た
台

数
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

救
急
隊
数
で
は
、
本
市
と
市

域
面
積
や
人
口
が
同
程
度
で
、

出
動
件
数
が
一
万
一
〇
〇
〇

件
前
後
の
都
市
で
は
、
六
〜

七
隊
と
な
っ
て
い
る
。

議
員

現
在
の
五
隊
体
制
で

今
後
も
対
応
で
き
る
の
か
。

消
防
長

本
市
で
は
、
五
隊

で
運
用
し
て
い
る
が
、
傷
病

者
等
が
多
数
発
生
し
た
場
合

や
救
急
車
の
故
障
時
な
ど
の

た
め
に
予
備
車
を
保
有
し
て

い
る
。
全
隊
出
動
時
に
お
け

る
救
急
要
請
等
で
予
備
車
の

利
用
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、

安
心
で
き
る
救
急
体
制
と
い

う
面
で
は
限
界
に
近
い
と
考

え
て
い
る
。

災害情報システムに新方式導入

土
砂
崩
れ
等
危
険
区
域

防
護
措
置
の
現
状
聞
く

違
反
者
に
対
し

罰
則
の
適
用
も

議
員

公
共
施
設
の
耐
震
化

は
、喫
緊
の
課
題
と
思
う
が
、

本
市
公
共
施
設
の
耐
震
化
計

画
の
内
容
を
伺
い
た
い
。

市
長
・
企
画
部
長

耐
震
補

強
工
事
の
実
施
は
ば
く
だ
い

な
費
用
と
時
間
が
伴
う
。
そ

の
た
め
、
公
共
施
設
の
中
で

も
有
事
の
際
に
避
難
施
設
や

地
域
拠
点
基
地
と
な
る
小
・

中
学
校
な
ど
の
教
育
関
係
施

設
を
優
先
し
て
耐
震
補
強
工

事
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
他

の
施
設
に
つ
い
て
は
、
建
設

時
期
や
建
て
替
え
計
画
を
踏

ま
え
、
優
先
性
や
必
要
性
な

ど
を
検
証
し
て
実
施
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

議
員

地
震
発
生
時
に
住
民

の
避
難
場
所
等
と
な
る
学
校

施
設
等
の
耐
震
化
工
事
の
実

施
状
況
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

避
難
場
所
等
と

な
る
学
校
施
設
で
は
、
十
六

年
度
に
各
小
・
中
学
校
の
校

舎
の
耐
震
補
強
工
事
が
お
お

む
ね
完
了
す
る
。
引
き
続
き

学
校
体
育
館
の
耐
震
補
強
に

着
手
し
、
十
七
年
度
で
は
小

学
校
四
校
、
中
学
校
二
校
の

耐
震
診
断
、
小
・
中
学
校
各

一
校
の
耐
震
補
強
工
事
を
予

定
し
て
い
る
。

議
員

市
民
病
院
は
、
災
害

発
生
時
に
は
「
災
害
医
療
拠

点
病
院
」
に
な
る
の
で
、
市

民
病
院
の
耐
震
化
計
画
を
策

定
す
る
こ
と
が
重
要
と
思
う

が
見
解
を
聞
き
た
い
。

市
民
病
院
事
務
局
長

市
民

病
院
は
災
害
医
療
拠
点
と
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
必

要
が
あ
る
が
、
現
在
の
建
物

で
は
災
害
発
生
時
に
十
分
な

機
能
を
発
揮
で
き
る
か
疑
問

が
あ
る
の
で
、
耐
震
診
断
の

経
費
を
十
七
年
度
当
初
予
算

に
計
上
し
た
。
そ
の
結
果
に

基
づ
き
耐
震
化
へ
の
対
応
を

検
討
し
、
次
期
総
合
計
画
に

位
置
づ
け
て
い
き
た
い
。

議
員

地
球
温
暖
化
防
止
対

策
と
し
て
、
市
民
自
ら
が
自

然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
利
用
す

る
意
識
を
向
上
さ
せ
る
施
策

が
必
要
と
思
う
が
、
見
解
を

聞
き
た
い
。

環
境
部
長

本
市
で
は
、
十

六
年
度
に
、
資
源
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
有
効
活
用
す
る
施
設

等
の
設
置
に
対
す
る
Ｅ
Ｃ
Ｏ

Ｓ
（
エ
コ
ス
）
補
助
金
制
度

を
設
け
た
と
こ
ろ
、
太
陽
光

発
電
施
設
を
設
置
す
る
家
庭

へ
の
補
助
件
数
は
、
当
初
の

予
想
を
大
幅
に
上
回
り
、
通

年
で
は
四
五
件
を
超
え
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

対
す
る
市
民
の
意
識
の
高
ま

り
を
感
じ
て
い
る
。
本
市
環

境
基
本
計
画
の
改
訂
の
際
に

は
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活

用
を
重
要
な
課
題
と
し
て
捉

え
て
推
進
し
て
い
き
た
い
。

議
員

下
水
処
理
場
の
排
水

を
利
用
し
た
、
小
型
発
電
シ

ス
テ
ム
等
の
導
入
の
可
能
性

に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

環
境
部
長

本
市
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
こ
の

よ
う
な
小
さ
な
水
力
を
利
用

し
て
発
電
す
る
も
の
を
小
水

力
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
位
置
づ
け

て
い
る
。
こ
の
小
型
水
力
発

電
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、

技
術
開
発
の
確
立
等
幾
つ
か

の
課
題
が
あ
る
が
、
今
後
関

係
機
関
等
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
導
入
の
可
能
性
を
研

究
し
て
い
き
た
い
。
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市職員の自動参集訓練も実施
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自動参集訓練時の災害対策本部
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